
                                                          生衛第９５３号 

業務提案実施公告           

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の

方法により契約を締結するため、次のとおり業務提案参加意志及び資格の確認を行う。 

 

 令和８年３月６日 

                     岡山県知事 伊原木 隆太 

 

１ 趣  旨 

    本業務については、県民に動物の愛護や動物の適正飼養等の普及啓発を図ること 

を目的に、動物愛護関係業務について、業務に精通している公益財団法人岡山県動 

物愛護財団（以下「契約予定者」という。）を相手方とする契約手続きを行う予定 

にしているが、他の者で下記「３ 業務提案に参加できる者の資格」に示す要件を 

満たす者に、業務提案への参加意思及びその資格の確認を行うものである。 

    公募の結果、３の資格要件を満たした業務提案参加者がいない場合にあっては、 

契約予定者との契約手続きに移行する。 

    なお、３の資格要件を満たした業務提案参加者がいる場合には、契約予定者と当 

該参加者から、別途徴取する業務提案関係書類により審査を行い、契約の相手方を 

選定する。 

 

２ 業務提案に付する事項 

（１）業 務 名   令和８年度動物愛護関係業務 

（２）業務内容     別紙「令和８年度業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所   岡山県保健医療部生活衛生課の指定する場所 

 

３ 契約限度額 

  ３１，４８４，８９１円 

 

４ 業務提案に参加できる者の資格 

  業務提案に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）基本的要件 

  ア 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者   

名簿」という。）に登載されている者であること。 

  イ 入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類９ その他、小分類１０ その他   

（動物愛護関連業務等）」であること。 

  ウ 入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 



  エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定   

に該当する者でないこと。 

  オ 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告   

示第３３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

  カ 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でな   

いこと。 

  キ 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者   

でないこと。 

  ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが   

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手   

続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決   

定を受けている者を除く。）でないこと。 

（２）業務の実施に関する要件 

  ア 動物についての専門的知識、経験が必要となるので、従事者の中に獣医師又 

は愛玩動物飼養管理士若しくは愛玩動物看護師の資格ある者が配置されてい

ること。 

 

５ 業務契約に関する事務担当課の名称等 

    岡山県保健医療部生活衛生課 

    〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

    電 話（０８６）２２６－７３３８ 

    ＦＡＸ（０８６）２３１－１４３４ 

 

６ 契約条項を示す場所 

    上記５の場所とする。 

 

７ 業務提案参加手続等 

（１）業務提案参加資格確認申請書、仕様書及び必要関係書類の配布期間及び場所 

    ① 配布期間  令和８年３月６日（金）から令和８年３月１６日（月） 

          まで（閉庁日を除く）の午前９時から午後５時まで 

  ② 配布場所    上記４の場所に同じ 

            なお、岡山県保健医療部生活衛生課ホームページ 

           https://www.pref.okayama.jp/321/461326.html 

からダウンロードできる。 

 

（２）業務提案参加資格確認申請書で指定する必要関係書類の提出期間、場所、書類  

及び方法 

    ① 提出期間  令和８年３月６日（金）から令和８年３月１６日（月） 



          まで（閉庁日を除く）の午前９時から午後５時まで 

    ② 提出場所  上記５の場所に同じ 

    ③  提出書類    業務提案参加資格確認申請書（様式第２号）すべてＡ４サイズ 

    ④ 提出方法  持参（郵便、ＦＡＸその他の方法による提出は認めない。） 

（３）業務提案参加資格要件の審査 

    ① 審査結果の通知 

    業務提案参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と   

認められる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者は、その後の   

手続きに参加することができない。 

        当該審査の結果は、不適合の場合のみ、令和８年３月１８日（水）までに通知

する。 

    ② 業務提案参加資格がないとされた理由の説明要求  

        参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日   

から７日以内に、下記（４）③の宛先にＦＡＸする方法により、説明を求める   

書面を提出することができる。 

（４）仕様書等に対する質問の受付 

    ① 受付期間  令和８年３月６日（金）から令和８年３月１０日（火）必着 

 午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く） 

    ② 方  法    「仕様書に関する質問・回答書」（様式第１号）によりＦＡＸ          

すること。 

    ③ あ て 先  岡山県保健医療部生活衛生課 

                    ＦＡＸ（０８６）２３１－１４３４ 

    ④ 回  答    本公告を掲載した岡山県保健医療部生活衛生課の下記ウェブサ

イトで令和８年３月１３日（金）までに回答を掲載する。 

           (https://www.pref.okayama.jp/321/461326.html) 

          ただし、本業務提案に直接関係のないもの、セキュリティ上、          

明らかにすることが不適切なもの及び質問者に固有のもの並び          

にその他回答すること若しくは前記回答掲載方法が不適切と認          

められる質問に対しては、回答を行わないか、又は回答方法を          

変更する場合がある。 

  ⑤  業務提案参加資格確認申請の審査後、仕様等について不知又は不明を理由と   

して異議を申し立てることはできない。 

 

８ 契約書作成の要否  要 

９ 契約保証金  岡山県財務規則（昭和６１年３月２０日規則第８号）第１５３条        

及び第１５５条の規定による。  

 

10 その他 



（１）業務の詳細は業務委託仕様書による。  

（２）業務提案関係書類に要するすべての費用は参加者の負担とする。 

（３）施設図面の閲覧等、関連情報を入手するための照会窓口は上記４に同じ。 

（４）提出のあった書類は返却しない。   

（５）業務上、犬及び猫に直接触れて行う場合もあるので、咬傷事故等を招かないよ

う、動物の扱いに慣れた適切な作業員を配置することが望ましい。 

（６）職員駐車場の利用について 

       業務実施に当たり岡山県職員駐車場を使用する場合は、岡山県職員駐車場の   

管理及び利用に関する規則の規定により、行政財産使用許可申請書を提出する   

こと。（職員駐車場使用料 月額１，０００円） 

       なお、通勤用自動車による利用については、免除手続きを行うことができる。 

 

11 留意事項 

  本契約については、契約締結時期を令和８年４月１日としているが、令和８年度

当初予算案が県議会で議決されることが契約締結の条件である。 


